
○生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置（関税暫定措置法第７条の６第１項）

543,034 トン 347,697 トン 195,337 トン

158,535 トン 90,684 トン 67,851 トン

960,648 トン 347,709 トン 612,939 トン

286,931 トン 90,688 トン 196,243 トン

【備考】

　

豚肉等

・「生きている豚」及び「豚肉等」は、関税暫定措置法第７条の６第１項に規定する物品。
・各協定対象外輸入数量は、各物品の全世界からの輸入数量から、経済連携協定の譲許適用物品
及び締約国産物品の輸入数量（ＥＰＡ適用分相当）を控除した数量。
・関税の緊急措置について、輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量は、同項第１号に規定す
る、第２四半期における「第１号に係る輸入基準数量」及び「第１号に係る協定対象外輸入基準数
量」。
・輸入数量に基づく特別緊急関税について、輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量は、同条
第２項に規定する「第２項に係る輸入基準数量」及び同項ただし書に規定する「第２項に係る協定対
象外輸入基準数量」。
・関税の緊急措置及び輸入数量に基づく特別緊急関税の発動条件は、それぞれ輸入数量が輸入基
準数量を超え、かつ、協定対象外輸入数量が協定対象外輸入基準数量を超えること。

品　　　名
上段：輸入基準数量 上段：輸入数量

差　　　分
下段：協定対象外輸入基準数量 下段：協定対象外輸入数量

生きている豚及び豚肉等

○生きている豚及び豚肉等に係る輸入数量に基づく特別緊急関税（関税暫定措置法第７条の６第２項）

令和元年8月30日

生きている豚及び豚肉等の令和元年度（平成31年度）における輸入数量等

　関税暫定措置法（昭和35年法律第36号）第７条の６第７項の規定に基づき、令和元年度（平成

31年度）の初日から令和元年７月31日までの豚肉等の輸入数量及び同条第１項に規定する第１項

に係る協定対象外輸入数量並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量及び同条第２項ただし書に

規定する第２項に係る協定対象外輸入数量を下記のとおり公表する。

記

品　　　名
上段：輸入基準数量 上段：輸入数量

差　　　分
下段：協定対象外輸入基準数量 下段：協定対象外輸入数量




